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要旨： 

 本研究は、社会教育主事の学び合いの場に着目し、社会教育主事の力量形成の促進要因

について検討するものである。 

 本研究では、X県の社会教育主事７名にインタビュー調査を実施した。得られたデータ

の質的分析を踏まえ、力量形成の促進要因として、「物理的要因」「心理的要因」「精神的

要因」の三つを提示した。 

 一つめは、経験知が共有される「場の確保」という物理的要因である。二つめは、経験

知の交換が行われる「紐帯の構築」という心理的要因である。三つめは、経験知の言語化

が図られる「共通理念の介在」という精神的要因である。社会教育主事の力量形成は、経

験知を媒介として、これらの要因によって促進されていることが示唆された。 

 社会教育主事の学び合いの場は、一つの「実践共同体」であり、「知識の創造・拡大・交

換」、「個人の能力開発」が図られる場である。三つの促進要因は、実践共同体の成立を担

保するものとして機能していると考えられる。 
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1.はじめに 

 社会教育主事の資質・能力向上に関する議論については、社会教育主事養成のあり方を

めぐる検討として、これまで国立教育政策研究所社会教育実践研究センター（以下、「国

社研」という）を中心に調査研究が重ねられてきた。文部科学省生涯学習政策局長からの

委嘱により、社会教育主事講習のカリキュラムの見直しに関する調査研究委員会が国社研

内に設置され、2016 年８月には、その検討結果として「社会教育主事の養成等の在り方に

関する調査研究報告書～社会教育主事講習の見直し（案）について～」が提出された。そ

こでは、社会教育主事が「人づくり」「地域づくり」の役割を果たす上で必要な資質・能

力を身につけるために講習科目の再構築が必要であることが提起された。その報告書を受

け、さらに文部科学省における検討が加えられ、2017 年 8 月には社会教育主事養成等の

改善・充実に関する検討会から「社会教育主事養成の見直しに関する基本的な考え方につ

いて」が示された。その中で、「社会教育主事の実践的な能力の向上を図る観点からは、

社会教育主事や社会教育主事経験者が集い、互いに抱えている課題を話し合い、その解決

に向けて知見や経験を共有する双方向の学びの場を設けることも有意義」であることが指

摘されている。このように、社会教育主事の学び合いの重要性が指摘されているが、学び

合いにおいて力量形成がどのように促進されるのかについては必ずしも明らかにされて

いない。 

本研究は、社会教育主事の学び合いにおける、力量形成の主要な促進要因を明らかにす

ることを目的とする。その際、「実践共同体」の理論を援用し考察を試みる。なお、本研

究では、自律的なキャリア形成を重視する観点から、主に人材育成側で用いられる 「資質・

能力」の代わりに、「力量」という用語を採用する。 

本研究に関連する先行研究等を精査したところ、社会教育主事等による実践の事例報告
1 などはこれまでも多く見られるが、インタビュー調査等によって得られた一次データに

基づく研究は管見の限り見当たらないため、本研究において当該データに基づく検討を行

うものである。 

 

2.研究方法 

(1)調査方法・対象 

本研究では、社会教育主事同士の学び合いの場に着目して、そこで社会教育主事の力量

形成はどのように促進されているかについて把握するため、インタビュー調査（半構造化

インタビュー2）を実施した。 

対象は、X 県の社会教育主事である。X県は、現在でも派遣社会教育主事制度を維持し、

社会教育に関する全県的な理念を掲げるなど、社会教育の実践が全国的にも評価されてい

る地域である。今回インタビューを行った X 県の社会教育主事は、県教育委員会から市町

村へ派遣される派遣社会教育主事およびその経験者である。派遣社会教育主事は、派遣先

で市町村任用の社会教育主事と協働して域内の社会教育を推進する3。 

派遣社会教育主事には、県全体の派遣社会教育主事が一堂に会する「全体研修」、さら
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に５つの教育事務所ごとに各管内での日常的な情報交換などを図る「スタッフ会」という

場が用意されている。また、X県は社会教育行政推進における全県的な共通理念 「社会教

育の流儀」を掲げ、学びをとおした人づくりを進める社会教育実践における指針としてい

る4。 

インタビュー調査は、2023 年１月下旬に対面により実施した。今回の調査では、７名の

協力を得た。インタビュー対象者の属性は表 1のとおりである。第１表の「現職」は調査

時点での所属である。「経験年数」は社会教育関係業務の通算年数（調査時点）であり、

平均 11.5 年（9～14 年の幅）の経験年数を有する熟練の社会教育主事である。 

 

表 1 インタビュー対象者属性 

 
 

(2)質問項目 

 インタビューの主な質問項目は以下のとおりである。 

・社会教育の魅力（仕事の楽しさ、やりがい、大変さなど） 

・社会教育主事としての自身のキャリアビジョン（経歴、経緯、目標、ロールモデルなど） 

・社会教育主事としての自身のスキルアップ（研修、自己研鑽、OJT、資質・能力観など） 

・「社会教育の流儀」継承の秘訣など 

上記の質問項目をもとに半構造化インタビューを行うことにより、力量形成の促進要因

を把握することを試みた。なお、調査依頼時にインタビュー内容から個人が特定されない

よう匿名化を図ること、研究データとして利用することなどについて了承を得た。 

 

(3)データ分析方法 

 本研究では、インタビュー調査などの比較的小規模なデータに有効な質的データ分析手

法の一つである「SCAT：Steps for Coding and Theorization」を採用した5。SCAT の基本

的な分析プロセスは次のとおりである。まず、インタビューデータ（テクスト）から注目

すべき語句を抜き出し、次にその語句をテクスト外の語句に言い換える。さらにその言い

換え語句を説明するような概念的語句を検討する。そのプロセスを踏まえて「テーマ・構

成概念」、すなわちコードの創出を行う。SCAＴの目的の一つは、この「テーマ・構成概念」
6を創出することにある。次にその「テーマ・構成概念」を用いて「ストーリー・ライン」

の記述を行い、最後に「理論記述」を行う。こうして当該データから 「理論」を引き出す

ものである。ここでいう「理論」とは、データから言えることという意味である。 

 

3.調査結果 

調査から得られたデータについて、SCAT のフォームを用いて分析を行った。分析プロセ
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スの一例を表 2に示す。 

 

表 2 SCAT フォームを用いた分析プロセスの一例 

 

 

各インタビューデータについて SCAT による質的分析を行った結果得られた理論記述は

次のとおりである（太字部分は構成概念である）。 

 

(1)インタビューデータ Aから得られた理論記述 

【A1】権威を伴うリーダーシップによって提唱された 「社会教育の流儀」という伝統的理

念に対しては、自ら考え抜くことによって疑念から理解への変容を経験することが重要で

ある。 

【A2】成人学習支援には肯定的なコミュニケーションが必要であり、それが人々のエンパ

ワメントを促す条件である。 

【A3】成人学習では、他者と共に学ぶ共同学習が重要であり、そこで気付きを得ることに

よって自分や課題に対する変容的学習が生じ、その学習成果を社会的に役立てることがで

きる。 

【A4】社会教育主事は、「社会教育の流儀」という準拠枠を考え問い直すことによって、

新たな知識の創造が起こり、共有する実践共同体を有している。 

【A5】社会教育主事は、地域住民と行政をつなぐ社会的ネットワークの役割を果たしてい
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る。 

【A6】社会教育主事は、配属の多様性によって専門職ネットワークを広げ、「強い紐帯」

に基づく協力体制を構築している。 

 

(2)インタビューデータ Bから得られた理論記述 

【B1】「社会教育の流儀」は、権威を伴うリーダーシップによって生まれたスローガンで

ある。 

【B2】行政組織の中では社会教育的価値の共有が図られにくく、社会教育主事は社会的認

知度が低い状況における専門職アイデンティティ獲得の拠り所を求めている。 

【B3】「社会教育の流儀」は、社会教育主事メンバーを連帯させるスローガンとして機能

している。 

【B4】実践共同体としての会議や研修の場では、「社会教育の流儀」を専門性の源泉とす

る省察的実践を通じて力量形成が促進される。 

【B5】「社会教育の流儀」という共通言語の介在によって、社会教育主事の帰属意識が醸

成される。 

(3)インタビューデータ Cから得られた理論記述 

【C1】集合研修は、一つのテーマに関して多様な経験という学習資源を持ち寄ることで探

求的学習としての研修となり、新たな発見が生み出される実践共同体としての研修の場が

成立する。 

【C2】集合研修には、社会教育主事の専門性を培う「強い紐帯」が存在し、そこで課題や

理念の共有を行うことによって研修時間外も含めたインフォーマルな学習の機能が発揮

され省察的実践を促す研修が成立する。 

【C3】県教育事務所で開催されるスタッフ会は、派遣社会教育主事にとってマクロ（県）

の視点とミクロ（市町村）の視点という視点の複数性を学ぶ場としてのスタッフ会という

機能とともに、事業目的を振り返る省察的実践を促すスタッフ会という機能を果たす。 

 

(4)インタビューデータ Dから得られた理論記述 

【D1】社会教育主事は、異文化における孤独感によって自己能力の限界性の覚知を得る。 

【D2】自己能力の限界性の覚知という気付きによって社会教育主事は、先輩の社会教育主

事という社会関係資本を頼ることで相談相手を確保することができる。 

【D3】社会教育主事は、参考事例等を鋳型／モデルの活用として役立てることで、課題解

決を図ることができる。 

【D4】社会教育主事は、ネットワーク型行政による「社会教育の流儀」の浸透に役立って

いる。 

【D5】社会教育主事は、専門性の異なるスタッフとの協働によって多職種連携によるシナ

ジー効果を生み出すことができる。 

【D6】社会教育主事任用資格の民間拡張としての社会教育士は社会教育主事の重要なパー

トナーであり、官民協働の手がかりとして社会教育士と社会教育主事のネットワークづく
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りが必要である。 

(5)インタビューデータ Eから得られた理論記述 

【E1】社会教育主事は、職務経験を通してコーディネーター的役割を身に着ける。 

【E2】社会教育主事の資質として、他者への高い基本的信頼と高い受援力が必要である。 

【E3】社会教育主事にとって、情報資源としての地域住民の存在が重要である。 

【E4】社会教育主事の研修には、情報交換ができる集合型研修の強い魅力が必要である。 

【E5】社会教育主事の合宿研修に見られるように、形式的な研修プログラム以上に飲み会

などインフォーマルな学びの場が実質的に重要であるという、研修が持つ形式性と実質性

の二面性がある。 

【E6】スタッフ会には、社会教育主事の孤独感解消と情報補給の場としてのスタッフ会と

いう意義がある。 

【E7】社会教育主事のつながりは、社会関係資本としての社会教育主事の紐帯を形成して

いる。 

 

(6)インタビューデータ Fから得られた理論記述 

【F1】所属や職務の多様性を孕む社会教育主事にとって、全体研修は共通理解の構築の場

としての機能を果たし、そこでは大局的な「社会教育の流儀」の継承が行われている。 

【F2】定例的なミーティングの重要性を基盤として、孤独感解消と連帯意識向上の場とし

てのスタッフ会が成立している。 

【F3】スタッフ会は、所属の多様性による創発的な学びの場であるとともに、ネットワー

クによる援助関係の構築が図られる場である。 

【F4】社会教育主事にはロールモデルとの出会いによる視野の社会的広がりが生まれ、 「社

会教育の流儀」の継承による人材育成のグランドデザイン化が図られる。 

【F5】社会教育主事には帰属意識やアイデンティティの共有があり、仲間という他者との

相互作用による成長の広がりというシナジーが生まれる。 

【F6】社会教育主事が集う場では、先輩がもつ豊かな経験知の有用性が重視され、「社会

教育の流儀」という多様性を統合する共通理念に基づく人材育成が図られていく。 

【F7】X県には「社会教育の流儀」という個々人の複数性を統合する共通理解の存在があ

り、それが個々人の複数性を統合する「大きな協働（大きいチームワーク）」を可能にし

ている。 

 

(7)インタビューデータ Gから得られた理論記述 

【G1】社会教育主事の仕事は、多様な他者とのつながりが生まれ、仕事仲間への信頼感が

醸成される。これは島根県派遣社会教育主事制度の実効性によるものであり、社会教育的

価値の重視がなされているからである。 

【G2】派遣社会教育主事は、市町村における教員籍／行政籍社会教育主事のコラボによっ

て互いの力量を向上させている。さらに、市町村では、職場における多職種協働が可能に

なっている。 
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【G3】スタッフ会には、スタッフ会の活動性がもたらす学習効果があり、そこで 「社会教

育の流儀」の再生産が行われる。特に、多様な他者との出会いによる学びが促進され、そ

の学びの成果の地域社会への投資が行われる。 

【G4】社会教育主事の力量形成において必須条件である実践経験の蓄積が最重要であり、

他者へ発表したり自分で振り返ったりするなど、実践経験のアウトプットとリフレクショ

ンによる力量形成が図られる。 

【G5】社会教育主事の素質とは、「語りえぬもの」としての社会教育主事の素質と言える

が、敢えて挙げれば社会教育主事の資質要件としての中道性（バランス感覚）である。 

 

4.考察 

(1)力量形成の主要な促進要因 

本研究で、社会教育主事同士の学び合いの場に着目したのは、成人が持つ「経験」が重

要な学習資源となるからである。成人教育学においては、「経験は成人学習者の生きたテ

キストブック」といわれる7。また、経験の蓄積は自分自身および他者にとっての豊かな学

習資源であり、能力開発の観点から組織化されるべきであると捉える8。社会教育主事にと

って経験は学習資源であり、学び合いによってそれらが経験知として組織化されると捉え

ることができよう。 

ここでは、個々の社会教育主事が持つ経験を学習資源として捉え、社会教育主事の間で

行われる経験知のやりとりという相互作用に焦点を当て、力量形成の促進要因を析出する

ことを試みる。 

まず、インタビューデータから得られた全理論記述について、含まれる構成概念に着目

しながら帰納的に分類することにより、力量形成の促進要因を「物理的要因」「心理的要

因」「精神的要因」の３種類に大別し、それぞれに具体的なカテゴリー名を付した。さら

に、それぞれのカテゴリーの下にサブカテゴリーを設定し（階層カテゴリー化）、構成概

念を再分類した9。 

第 3表～第 5表は、社会教育主事の力量形成を促進する主要な要因について階層カテゴ

リー化したものである。たとえば、第 3表では、社会教育主事の力量形成の促進要因Ⅰと

して「物理的要因」を挙げている。物理的要因の具体的なカテゴリーとして「場の確保」

を示し、さらにサブカテゴリーとして「①学び合いの場の意義や機能」と「②実践現場の

学習資源や効果」を示している。因みに、サブカテゴリー下の構成概念、たとえば[A3 共

同学習]とは、インタビューデータ A から得られた理論記述【A3】に含まれる構成概念で

ある「共同学習」を指す。 

 

1)社会教育主事の力量形成の促進要因Ⅰ：物理的要因（表 3） 

社会教育主事の力量形成を促進する主要な要因Ⅰである物理的要因とは、全体研修やス

タッフ会をはじめとした、社会教育主事同士の学び合いに資する「場の確保」に関するも

のである。ここでいう「場」とは、研修や会議といったフォーマルな場だけでなく、イン

フォーマル・ノンフォーマルなものを含め、社会教育主事の力量形成に影響を与える実践
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の現場なども包含するものである。このような物理的な「場」が確保されることによって、

社会教育主事による経験知の共有が図られ、力量形成を促進する一因となっていると考え

られる。そのことは、 【B4】、 【C1】、 【E5】、 【F3】、 【G3】をはじめとした理論記述から示唆さ

れる。 

サブカテゴリーとして、①「学び合いの場の意義や機能」、②「実践現場の学習資源や

効果」を挙げた。 

サブカテゴリー①の構成概念には、共同学習、変容的学習、専門職アイデンティティの獲

得、実践共同体、省察的実践、経験という学習資源、探究的学習、インフォーマルな学習、

情報交換、共通理解、創発的な学びの場、ロールモデルとの出会い、リフレクションなど

が見られる。サブカテゴリー②の構成概念には、ネットワーク、モデルの活用、多職種連

携／協働、シナジー効果、官民協働、コーディネーター的役割、情報資源としての地域住

民、教員籍／行政籍社会教育主事のコラボ、多様な他者との出会い、実践経験の蓄積、中

道性（バランス感覚）などが見られる。 

 

表 3 社会教育主事の力量形成の促進要因Ⅰ：物理的要因 
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2)社会教育主事の力量形成の促進要因Ⅱ：心理的要因（表 4） 

社会教育主事の力量形成を促進する主要な要因Ⅱである心理的要因とは、社会教育主事

が有する信頼関係や連帯意識のような、社会教育主事同士の心理的なつながりとしての

「紐帯の構築」に関するものである。ここでいう「紐帯」とは、社会教育主事相互の強い

結びつきを指す。このような紐帯が構築されることによって、社会教育主事の双方向的な

経験知の交換が図られ、力量形成を促進する一因となっていると考えられる。そのことは、

【A6】、【C2】、【D2】、【E7】、【F3】、【G1】をはじめとした理論記述から示唆される。 

サブカテゴリーとして、①「社会関係資本としてのつながり」、②「エンパワメントを

もたらす関係性」を挙げた。 

サブカテゴリー①の構成概念には、専門職ネットワーク、高い基本的信頼、高い受援力、

援助関係、帰属意識やアイデンティティの共有、仕事仲間への信頼感などが見られる。サ

ブカテゴリー②の構成概念には、成人学習支援、孤独感解消、情報補給、連帯意識向上、

他者との相互作用、成長の広がり、経験知の有用性などが見られる。 

 

表 4 社会教育主事の力量形成の促進要因Ⅱ：心理的要因 

 

 

3)社会教育主事の力量形成の促進要因Ⅲ「精神的要因」（表 5） 

社会教育主事の力量形成を促進する主要な要因Ⅲである精神的要因とは、「共通理念の

介在」に関するものである。ここでの精神的とは、スピリットや魂といわれるような、個々

人の行動や心理を統合する意味合いである。ここでは、心理的要因だけでなく物理的要因

にも影響する上位の概念として捉えることとする。 

このような意味合いの精神的要因である「共通理念の介在」（本研究では X 県の「社会

教育の流儀」）によって、社会教育主事が持つ個々の経験談や経験則が共有可能なかたち
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（経験知）に翻訳され、共通の文脈に位置付けられると考えられる。つまり、個々人が得

た多種多様な職務経験や個別断片的な実践事例等が、「共通理念の介在」によって言語化

され、新たな経験知として創出されるというプロセスである。そのことは、【A4】、【B5】、

【D4】、【F7】、【G3】をはじめとした理論記述から示唆される。 

サブカテゴリーとして、①「リーダーシップの正当性」、②「自律的な行動規範」（自律

性に基づいて実践と組織目標をつなげる内的指針）、③「触媒的機能」（個々人の経験知を

共有可能な形に変容させる機能）を挙げた。 

サブカテゴリー①の構成概念には、権威、連帯、スローガンなどが見られる。サブカテ

ゴリー②の構成概念には、伝統、スローガン、継承、人材育成、グランドデザインなどが

見られる。サブカテゴリー③の構成概念には、変容、準拠枠、知識の創造、帰属意識、大

きいチームワーク、再生産、社会教育的価値、社会教育主事の素質などが見られる。 

 

表 5 社会教育主事の力量形成の促進要因Ⅲ：精神的要因 

 
 

(2)促進要因の関係性 

以上、社会教育主事の力量形成の主要な促進要因を三つ提示した。一つめは、経験知が

共有される「場の確保」という物理的要因である。二つめは、経験知の交換が行われる「紐

帯の構築」という心理的要因である。三つめは、経験知の創出（新たな経験知の言語化）

が図られる「共通理念の介在」という精神的要因である。社会教育主事の力量形成は、経

験という学習資源から生み出される知（経験知）を媒介として、これらの要因の段階的か

つ相補的な関係性を伴って促進されていると考えられる。 

 図 1は、社会教育主事の力量形成の促進要因の関係性を図示したものである。まず、促

進要因について見ると、 「場の確保」によって「紐帯の構築」が図られ、 「紐帯の構築」に

よって「共通理念の介在」が深化するというように、段階的な関係性を経て、さらに相乗
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効果を生み出す相補的な関係性へと進展していくと考えられる。 

次に、機能について見ると、段階的に経験知の共有、交換、創出が図られ、さらに経験

知の創出によって新たな経験知が提供されることにより、経験知の共有、交換が重層的に

活性化されることを示唆している。 

 

 

図 1 社会教育主事の力量形成の促進要因の関係性 

 

このような経験知による学習プロセスを重視した代表的な理論として、「実践共同体」

論が挙げられる。実践共同体に関する代表的な論者であるウェンガーらによれば、実践共

同体とは「あるテーマに関する関心や問題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、

持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」であると定義される10。その上でウェ

ンガーらは、実践共同体の目的を「知識の創造・拡大・交換」、 「個人の能力開発」にある

と位置づけている。メンバーは「専門知識やテーマへの情熱により自発的に参加」し、 「テ

ーマに有用性があり、メンバーが共同学習に価値と関心を覚える限り存続」するものとし

ている。そして、実践共同体を構築する「紐帯の要素」として、 「情熱、コミットメント、

集団や専門知識への帰属意識」を挙げている11。 

社会教育主事の学び合いの場は、一つの実践共同体であり、 「知識の創造・拡大・交換」、

「個人の能力開発」が図られる場であるといえる。本研究で提示した社会教育主事の力量

形成の促進要因は、このような実践共同体を成立させる要件となっていると考えられる。

つまり、物理的要因（場の確保）は「メンバーが参加する場」を確保し、心理的要因（紐

帯の構築）は「紐帯の要素」となり、精神的要因（共通理念の介在）は「実践共同体の目

的や存続」を担保するものとして機能していると考えられる。 

社会教育主事の力量形成の主要な促進要因として、物理的要因（場の確保）、心理的要

因（紐帯の構築）、精神的要因（共通理念の介在）が挙げられること、それらは社会教育

主事同士が経験知を媒介として学び合う実践共同体を成立させている可能性を示したこ

とを本研究の結論としたい。 

 

5.おわりに 

本研究の成果は、これまで多く見られる好事例に関する実践報告等に基づく知見ではな

く、調査で得られた一次データに基づく質的研究によって、社会教育主事の力量形成に関

する新たな知見を提供した点にある。社会教育主事の力量形成の促進要因には、物理的要

因（場の確保）、心理的要因（紐帯の構築）、精神的要因（共通理念の介在）が挙げられ、
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実践共同体における経験知による学び合いを可能にしていることを示した。 

なお、限られた調査データに基づくという点に本研究の限界がある。それゆえ、今回得

られた知見の一般化（再現性や普遍性）などの課題も指摘されよう。しかしながら、質的

研究の目的は、事実の説明（時系列的な事実関係の記述）にあるのではなく、「経験の、

潜在的な隠された意味を顕在化」することにある12。よって、質的研究における結果の一

般化可能性は、翻訳可能性によって代替されると考える。翻訳可能性とは、ある知見と自

らの事例を比較し、その知見を事例の文脈に応用することで一般化の検討が可能になると

いう観点である13。このことを踏まえ、今回得られた知見をもとに、さらに他地域の事例・

データを比較検討することなどを今後の研究課題としたい。 

 

1 たとえば、中央教育審議会生涯学習分科会社会教育人材部会等において本稿で研究対

象とした X県における好事例等の報告がされている。 
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